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令和４年３月１５日 

 

 関係団体の長 様  

 

愛知県保健医療局長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

愛知県医薬分業推進基本方針の一部改正について（通知） 

 

平素から、本県の保健医療行政に御理解と御協力いただき誠にありがとうござい

ます。 

さて、令和４年１月に書面開催しました愛知県薬事審議会の審議結果を踏まえ、

愛知県医薬分業推進基本方針（平成８年３月２９日策定）を一部改正し、令和４年

４月１日から施行することになりましたので、今後とも本県の医薬分業の推進につ

いて御配慮ください。 

 

 

担 当 生活衛生部薬安全課 

薬事グループ 

電 話 052-954-6303（ダイヤルイン） 



愛知県医薬分業推進基本方針 

 

１ はじめに 

   この基本方針は、平成７年３月１７日付け愛知県薬事審議会答申「医薬分業の推進

策について」に基づき、愛知県における医薬分業推進の基本的な方針を定めるもので

ある。 

２ 目 的 

   この基本方針は、愛知県保健医療局（以下「県」という。）、公益社団法人愛知県医師会

（以下「医師会」という。）、一般社団法人愛知県歯科医師会（以下「歯科医師会」という。）

及び一般社団法人愛知県薬剤師会（以下「薬剤師会」という。）が相互に連携して患者本位

の医薬分業を推進し、「かかりつけ薬剤師・薬局」が県民に普及定着することにより、医薬

品の適正使用及び安全性の確保を図り、急速に進む高齢化社会に対応した質の高い医療を

県民に提供することを目的とする。 

３ 医薬分業の推進目標 

   医薬分業の質の評価にかかる次の指標において、全国平均を上回ること。 

・電子版お薬手帳又は電子薬歴システム等、ICT を導入している薬局の割合 

・医師へ患者の服薬情報等を文書で提供した薬局の割合（過去１年間に平均月１回以

上） 

・在宅業務を実施した薬局の割合（過去１年間に平均月１回以上） 

・健康サポート薬局研修を修了した薬剤師が地域ケア会議等の地域の多職種と連携す

る会議に出席している薬局の割合（過去１年間に１回以上） 

４ 医薬分業の基本理念 

本県が推進する医薬分業の基本理念は次のとおりとする。 

(1) 医薬品の適正使用の推進 

医薬品の適正使用の推進には、医療機関で医師・歯科医師が患者の治療に適し

た医薬品を処方した後、患者の服用にあたり相互作用や重複投与による副作用の発

現を未然に防ぐための点検や服薬指導が不可欠であり、また、患者への医薬品情報

の開示が求められている。 

しかし、現在の医療用医薬品はその数・種類が膨大でかつ作用が鋭敏である反

面相互作用による副作用発現の危険性が潜んでいることから、医薬分業を医薬品適

正使用推進のための有効な方策として推進し、医療の質の向上に貢献する。 

(2) 患者本位の医薬分業及びかかりつけ薬剤師・薬局の普及定着 

患者に対しての服薬指導や薬歴管理等により医薬品の相互作用や重複投与によ

る副作用の発現を未然に防ぎ、患者が医薬品について気軽に相談ができ、さらに、

医療機関に対し医薬品情報などを提供するなど医療に貢献できる「かかりつけ薬剤

師・薬局」の普及定着を図る。 

さらに、「かかりつけ薬剤師・薬局」は、在宅医療や保健所と連携しての地域住

民への健康教育への取組みなどを通じて地域の保健・医療・福祉に貢献する。 

(3) 地域に密着した医薬分業 

二次医療圏内の中核病院を中心とした広域的な医薬分業と、患者の生活圏内（市

町村若しくは町内会単位）にある各病院・診療所を中心とした地域的な医薬分業が

調和した、より地域に密着した医薬分業の推進を図る。 

５ 医師会、歯科医師会及び薬剤師会の連携 

   上記４の基本理念に基づく医薬分業を推進するにあたり、医師会・歯科医師会と薬

剤師会は、各地区においてもそれぞれ密接な連携を図るとともに、地域においては医

師・歯科医師と薬剤師との間に信頼関係を構築しなければならない。 



６ 協議会議の設置 

   県は、医薬分業の適正な推進を図るため、愛知県医薬分業適正化協議会議を設置す

る。 

   また、おおむね二次医療圏を一地区として各地区毎に県保健所、地区内の医師会、

歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民等を交えた協議会議を設置する。 

７ 医薬分業推進策 

(1) かかりつけ薬剤師・薬局の育成 

(ア) 薬剤師会は、各薬局が「薬局業務運営ガイドライン」（平成５年４月厚生省策定）

に基づき薬局の管理運営及び構造設備等を整備し、医療提供施設の担い手としてふ

さわしい「かかりつけ薬剤師・薬局」を育成する。 

(イ) 県及び薬剤師会は、「患者のための薬局ビジョン」（平成２７年１０月厚生労働省

策定）に基づき、患者本位の医薬分業の実現に向けて、服薬情報の一元的・継続的

把握とそれに基づく薬学的管理・指導、在宅対応の実施、医療機関等との連携強化

など、「かかりつけ薬剤師・薬局」の推進を図る。 

(2) 処方箋受入れ体制の整備 

   薬剤師会は、薬局薬剤師を対象とした臨床薬理、調剤技術等に関する組織的・体系

的な研修を実施するとともに、調剤過誤や疑義照会等の事例を収集し、集積した情報

の分析評価を行うことにより、医療の安全確保を図り、更に、調剤用医薬品の備蓄体

制及び休日、夜間を含めた処方箋受入れ体制を整備する。 

   また、薬剤師会は「薬事情報センター」の医薬品情報システムの充実を図り、県民、医

療関係者等に必要な医薬品情報を迅速に提供する。 

県は、質の高い医薬分業を推進するため薬剤師会に対して必要な指導、支援を行う。 

(3) 県民に対する普及・啓発 

   県は、薬剤師会が行う薬事普及事業を支援するとともに、医薬分業のメリットにつ

いて県民の理解を得るため、広報紙の活用、講習会の開催等により、積極的に県民に

普及啓発を行う。 

   薬剤師会は、「お薬手帳」の一層の利用促進を図るとともに、「かかりつけ薬剤師・

薬局」の活用を県民に啓発するため、「薬と健康の週間」等を利用して新聞・テレビ・

ポスター等による広告活動を行う。 

(4) その他 

   協議会議において、適正な医薬分業の推進にかかる必要な事項について協議する。 

８ 医薬分業の推進計画 

   県は、上記７の医薬分業推進策について「医薬分業推進基本計画」を策定する。 

   また、地区毎に「医薬分業推進基本計画」に基づいた「医薬分業推進地区計画」を

策定し、具体的推進策を実施する。 

 

   附 則 

 この基本方針は、平成８年３月２９日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成１８年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成３０年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この基本方針は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基本方針は、令和４年４月１日から施行する。 

 



愛知県医薬分業推進基本方針 

 

１ はじめに 

   この基本方針は、平成７年３月１７日付け愛知県薬事審議会答申「医薬分業の推進

策について」に基づき、愛知県における医薬分業推進の基本的な方針を定めるもので

ある。 

２ 目 的 

   この基本方針は、愛知県保健医療局（以下「県」という。）、公益社団法人愛知県医師会

（以下「医師会」という。）、一般社団法人愛知県歯科医師会（以下「歯科医師会」という。）

及び一般社団法人愛知県薬剤師会（以下「薬剤師会」という。）が相互に連携して患者本位

の医薬分業を推進し、「かかりつけ薬剤師・薬局」が県民に普及定着することにより、医薬

品の適正使用及び安全性の確保を図り、急速に進む高齢化社会に対応した質の高い医療を

県民に提供することを目的とする。 

３ 医薬分業の推進目標 

   医薬分業率の推進目標は、全国平均を上回ることとする。 

   ただし、医薬分業は全県において一律に推進するのではなく、おおむね二次医療圏

毎に医薬分業を推進することにより地域格差の解消を図り、全医療圏において目標の

達成を目指すものとする。 

   なお、目標は、国が設定した医薬分業の質の評価指標について、本県の評価が可能

となる時期に合わせて見直すものとする。 

４ 医薬分業の基本理念 

本県が推進する医薬分業の基本理念は次のとおりとする。 

(1) 医薬品の適正使用の推進 

医薬品の適正使用の推進には、医療機関で医師・歯科医師が患者の治療に適し

た医薬品を処方した後、患者の服用にあたり相互作用や重複投与による副作用の発

現を未然に防ぐための点検や服薬指導が不可欠であり、また、患者への医薬品情報

の開示が求められている。 

しかし、現在の医療用医薬品はその数・種類が膨大でかつ作用が鋭敏である反

面相互作用による副作用発現の危険性が潜んでいることから、医薬分業を医薬品適

正使用推進のための有効な方策として推進し、医療の質の向上に貢献する。 

(2) 患者本位の医薬分業及びかかりつけ薬剤師・薬局の普及定着 

患者に対しての服薬指導や薬歴管理等により医薬品の相互作用や重複投与によ

る副作用の発現を未然に防ぎ、患者が医薬品について気軽に相談ができ、さらに、

医療機関に対し医薬品情報などを提供するなど医療に貢献できる「かかりつけ薬剤

師・薬局」の普及定着を図る。 

さらに、「かかりつけ薬剤師・薬局」は、在宅医療や保健所と連携しての地域住

民への健康教育への取組みなどを通じて地域の保健・医療・福祉に貢献する。 

(3) 地域に密着した医薬分業 

二次医療圏内の中核病院を中心とした広域的な医薬分業と、患者の生活圏内（市

町村若しくは町内会単位）にある各病院・診療所を中心とした地域的な医薬分業が

調和した、より地域に密着した医薬分業の推進を図る。 

５ 医師会、歯科医師会及び薬剤師会の連携 

   上記４の基本理念に基づく医薬分業を推進するにあたり、医師会・歯科医師会と薬

剤師会は、各地区においてもそれぞれ密接な連携を図るとともに、地域においては医

師・歯科医師と薬剤師との間に信頼関係を構築しなければならない。 

６ 協議会議の設置 

   県は、医薬分業の適正な推進を図るため、愛知県医薬分業適正化協議会議を設置す



る。 

   また、おおむね二次医療圏を一地区として各地区毎に県保健所、地区内の医師会、

歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民等を交えた協議会議を設置する。 

７ 医薬分業推進策 

(1) かかりつけ薬剤師・薬局の育成 

(ア) 薬剤師会は、各薬局が「薬局業務運営ガイドライン」（平成５年４月厚生省策定）

に基づき薬局の管理運営及び構造設備等を整備し、医療提供施設の担い手としてふ

さわしい「かかりつけ薬剤師・薬局」を育成する。 

(イ) 県及び薬剤師会は、「患者のための薬局ビジョン」（平成２７年１０月厚生労働省

策定）に基づき、患者本位の医薬分業の実現に向けて、服薬情報の一元的・継続的

把握とそれに基づく薬学的管理・指導、在宅対応の実施、医療機関等との連携強化

など、「かかりつけ薬剤師・薬局」の推進を図る。 

(2) 処方箋受入れ体制の整備 

   薬剤師会は、薬局薬剤師を対象とした臨床薬理、調剤技術等に関する組織的・体系

的な研修を実施するとともに、調剤過誤や疑義照会等の事例を収集し、集積した情報

の分析評価を行うことにより、医療の安全確保を図り、更に、調剤用医薬品の備蓄体

制及び休日、夜間を含めた処方箋受入れ体制を整備する。 

   また、薬剤師会は「薬事情報センター」の医薬品情報システムの充実を図り、県民、医

療関係者等に必要な医薬品情報を迅速に提供する。 

県は、質の高い医薬分業を推進するため薬剤師会に対して必要な指導、支援を行う。 

(3) 県民に対する普及・啓発 

   県は、薬剤師会が行う薬事普及事業を支援するとともに、医薬分業のメリットにつ

いて県民の理解を得るため、広報紙の活用、講習会の開催等により、積極的に県民に

普及啓発を行う。 

   薬剤師会は、「お薬手帳」の一層の利用促進を図るとともに、「かかりつけ薬剤師・

薬局」の活用を県民に啓発するため、「薬と健康の週間」等を利用して新聞・テレビ・

ポスター等による広告活動を行う。 

(4) その他 

   協議会議において、適正な医薬分業の推進にかかる必要な事項について協議する。 

８ 医薬分業の推進計画 

   県は、上記７の医薬分業推進策について「医薬分業推進基本計画」を策定する。 

   また、地区毎に「医薬分業推進基本計画」に基づいた「医薬分業推進地区計画」を

策定し、具体的推進策を実施する。 

 

   附 則 

 この基本方針は、平成８年３月２９日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成１８年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



愛知県医薬分業推進基本方針 新旧対照表 

新 旧 

愛知県医薬分業推進基本方針 

 

１～２（略） 

 

３ 医薬分業の推進目標 

   医薬分業の質の評価にかかる次の指標において、全

国平均を上回ること。 

・電子版お薬手帳又は電子薬歴システム等、ICT を 

導入している薬局の割合 

・医師へ患者の服薬情報等を文書で提供した薬局の割

合（過去１年間に平均月１回以上） 

・在宅業務を実施した薬局の割合（過去１年間に平均

月１回以上） 

・健康サポート薬局研修を修了した薬剤師が地域ケア

会議等の地域の多職種と連携する会議に出席してい

る薬局の割合（過去１年間に１回以上） 

 

４～８（略） 

 

   附 則 

 この基本方針は、平成８年３月２９日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成１８年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この基本方針は、令和４年４月１日から施行する。 

 

愛知県医薬分業推進基本方針 

 

１～２（略） 

 

３ 医薬分業の推進目標 

   医薬分業率の推進目標は、全国平均を上回ることと

する。 

   ただし、医薬分業は全県において一律に推進するの

ではなく、おおむね二次医療圏毎に医薬分業を推進す

ることにより地域格差の解消を図り、全医療圏におい

て目標の達成を目指すものとする。 

   なお、目標は、国が医薬分業の質の評価指標を設定

する時期に合わせて見直すものとする。 

 

 

 

 

４～８（略） 

 

   附 則 

 この基本方針は、平成８年３月２９日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成１８年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本方針は、平成３１年４月１日から施行する。 
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